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１． ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）の解説 
 

 

１.１ サステナビリティ推進のための方策 

大量の資源・エネルギーを消費・廃棄している建築分野において，サステナビリティを推進するための具

体的な技術手段，政策手段の開発と普及は急務である。サステナブル建築を推進する手段として環境

建築教育，情報発信，法律等による規制などが考えられるが，最も実効性のある手法は，評価システム

に基づく市場メカニズムの導入であると言われている。現に，1980年代後半からサステナブル建築推進の

動きが急速に広がるなかで，BREEAM（Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method*1），LEEDTM（Leadership in Energy and Environment Design*2）等，多くの建築物の環境性能

評価手法が広く世界的関心を集めるに至っている。そして，評価の実施及び結果の公表は，今や建物の

発注者やオーナー，設計者，ユーザー等に対する優れたサステナブル建築を開発し普及するためのイン

センティブとして最も有望な方策の一つと見られている。 

ＣＡＳＢＥＥは，以下を基本方針として開発された。 

① より優れた環境デザインを高く評価し，設計者等に対するインセンティブを向上させるような構成と

する。 

② 可能な限りシンプルな評価システムとする。 

③ 幅広い用途の建物に適用可能なシステムとする。 

④ 日本・アジア地域に特有の問題を考慮したシステムとする。 

 

 

１.２  ＣＡＳＢＥＥの枠組み：ＣＡＳＢＥＥファミリー 

ＣＡＳＢＥＥには，建築物のライフサイクルに応じた４つの基本ツールと，個別の目的に応じた拡張ツール

があり，これらを総称して「ＣＡＳＢＥＥファミリー」と呼んでいる。４つの基本ツールとは，「企画」「新築」「既

存」「改修」であり，評価する段階，目的に応じて使い分けることとなる。また，拡張ツールには，ヒートアイラ

ンド現象緩和への取組みを評価する「ＣＡＳＢＥＥ-ヒートアイランド」，既存建築物における環境対策を不動

産の付加価値向上の観点から評価する「ＣＡＳＢＥＥ-不動産」、建築物単体ではなく建築物群を評価す

る「ＣＡＳＢＥＥ-街区」、万博パビリオンなどの仮設建築物を評価する「ＣＡＳＢＥＥ-短期使用」等がある。

「ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）」はこれら拡張ツールの一つであり、４つの基本ツールのうち「新築」に対応したも

のである。  

住宅系建築物については，「ＣＡＳＢＥＥ戸建 -新築」が戸建住宅（専用住宅）を対象とする他，  

「ＣＡＳＢＥＥ新築，既存，改修」により集合住宅（中高層）の全体を、「ＣＡＳＢＥＥ-住戸ユニット（新築）」に

より集合住宅の一住戸を評価することができる。他用途の住宅版も今後適宜検討し、いずれは住宅系を

統合して「ＣＡＳＢＥＥすまい」として一本化する予定である。 

 

 

 

 

 

 

  

*1 イギリス建築研究所（1990） 

*2 USグリーンビルディング協会（1997） 
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表4.1 ＣＡＳＢＥＥ-戸建の４つの基本ツール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2 ＣＡＳＢＥＥの拡張ツール 
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１.３ ＣＡＳＢＥＥ開発の背景 

（１） 環境性能評価の歴史的展望 

１） 第一段階の環境性能評価  

日本において最も初期から行われてきた建築物の環境性能評価は，建築物の主として屋内環境の性

能を評価するための手法であり，言い換えれば，基本的に建物ユーザーに対する生活アメニティの向上，

あるいは，便益の向上を目指した評価である。これを建築物の環境性能評価の第一段階と呼ぶことがで

きる。この段階では，地域環境，地球環境を開放系とみなすことが一般的であり，外部に与える環境負荷

に関する配慮は希薄であった。この意味で，環境評価の前提となる理念は，逆の意味で明快であった。 

 

２） 第二段階の環境性能評価  

1960年代には，東京などの都市域で大気汚染やビル風等に対する一般市民の関心が高まり，これら

の問題への対応が環境影響評価という形で社会に定着した。この時はじめて環境性能評価の中に環境

負荷の視点が取り入れられることになった。これを建築物の環境性能評価の第二段階とすることができる。

ここでは，ビル風，日照阻害など，建物の周辺に対する負の側面（いわゆる都市公害）のみが環境影響

（すなわち環境負荷）として評価された。言い換えれば，第一段階における評価の対象は私有財としての

環境であるのに対し，第二段階のそれは主として公共財（或いは非私有財）としての環境である。  

 

３） 第三段階の環境性能評価  

次の第三段階は，1990年代以降に地球環境問題が顕在化してから話題になった建築物の環境性能

評価である。これに関しては，既に多くの研究実績に基づく具体的な手法が提案されており，BREEAM，

LEEDTMなどがこれに含まれる。このような建築物の環境性能評価手法は，近年先進国を中心にして急速

に社会に普及し，世界各国で環境配慮設計や環境ラベリング（格付け）の手法として利用されている。  

この段階における評価の重要な点は，建設行為の負の側面，言い換えれば，建築物がライフサイクル

を通じて環境に及ぼす環境負荷，すなわちLCAの側面にも配慮したことである。その一方で，従来型の建

築物の環境性能もまた，第一段階と同様に評価対象に含まれている。ここで指摘すべきは，上記のいず

れの評価ツールにおいても，第一段階と第二段階における，性格の異なる２つの評価対象の基本的な相

違が明確に意識されていないことである。すなわち概念の異なる評価項目が並列に並んでいると同時に，

評価対象の範囲（境界）も明確に規定されていない。この点において，第三段階の評価手法の考え方は，

第一段階，第二段階に比べて評価対象の枠は拡張された反面，環境性能評価の前提としての枠組み

が不明瞭になってしまったと考えられる。 

 

４） 第四段階の環境性能評価：新しいコンセプトによる建築物の総合的環境性能評価  

以上のような背景から，既存の環境性能評価の枠組みを，サステナビリティの観点からより明快なシス

テムに再構築することが必要という認識に立って開発されたのがＣＡＳＢＥＥである。そもそも前述した第三

段階の環境性能評価の開発は，地域や地球の環境容量がその限界に直面したことからスタートしたもの

であるから，建築物の環境性能評価に際して環境容量を決定できる閉鎖系の概念の提示は欠かせない

ことである。それゆえ，ＣＡＳＢＥＥでは図4.1に示されるように建築敷地の境界や最高高さによって区切られ

た仮想閉空間を建築物の環境評価を行うための閉鎖系として提案した。この仮想境界を境とする敷地内

の空間は施主，設計者を含め建築関係者によって制御可能であり，一方敷地外の空間は公共的（非私

有）空間で，ほとんど制御不能な空間である。 

環境負荷はこのような概念の下で，「仮想閉空間を越えてその外部（公的環境）に達する環境影響の
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負の側面」と定義される環境要因である。仮想閉空間内部での環境の質や機能の改善については，「建

物ユーザーの生活アメニティの向上」として定義する。第四段階の環境性能評価では，両要因を取り上げ

た上でそれぞれ明確に定義し，区別して評価する。これによって評価の理念がより明確になる。この新しい

考え方こそがＣＡＳＢＥＥの枠組みの基盤となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1 敷地境界によって区分される仮想閉空間  

 

（２） 環境効率（エコ・エフィシェンシー）から BEE（建築物の環境効率）へ 

ＣＡＳＢＥＥでは建築敷地内外の２つの要因を統合して評価するために，エコ･エフィシェンシー（環境効

率）の概念を導入した。エコ・エフィシェンシーは通常「単位環境負荷当たりの製品・サービス価値」と定義

される*3。そこで，「効率」は多くの場合，投入量（インプット）と排出量（アウトプット）との関係で定義される

ので，エコ・エフィシェンシーの定義を拡張して新たに「（生産的アウトプット）を（インプット＋非生産的アウト

プット）で除したもの」というモデルを提案することができる。図4.2に示すようにこの新しい環境効率のモデル

から更に建築物の環境効率（BEE; Built Environment Efficiency）を定義し，これをＣＡＳＢＥＥの評価指

標とした。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2 環境効率（エコ・エフィシェンシー）の概念からBEEへの展開  

 

  

*3 持続可能な発展のための世界経済人会議（WBSDC） 
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１.４ ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）による評価のしくみ 

（１） ２つの評価分野：ＱＨとＬＨ 

ＣＡＳＢＥＥ戸建-新築では，敷地境界等によって定義される「仮想境界」（ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）では，

これを「ＱとＬを評価するための区分」と呼ぶ）で区分された内外２つの空間それぞれに関係する２つの要

因，すなわち「ＱとＬを評価するための区分を越えてその外部（公的環境）に達する環境影響の負の側面」

と「ＱとＬを評価するための区分における居住者の生活アメニティの向上」を同時に考慮し，すまいにおける

総合的な環境性能評価のしくみを提案した。ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）ではこれら２つの要因を，主要な評

価分野ＱＨ及びＬＨとして次のように定義し，それぞれ区別して評価する。 

 

・ＱＨ（Quality） すまいの環境品質： 

「ＱとＬを評価するための区分における，居住者の生活アメニティの向上」を評価する。 

・ＬＨ（Load） すまいの環境負荷： 

「ＱとＬを評価するための区分を越えてその外部（公的環境）に達する環境影響の負の側面」を評価

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3 ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）における「ＱＨとＬＨを評価するための区分」 

 

（２） ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）の評価対象 

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）のＱＨとＬＨにはそれぞれ以下に示す３つの評価の分野があり，更にその中で具

体的な取り組みを評価することになっている。 

 

環境品質（ＱＨ）が高いことを評価する 

 ＱＨ１ 室内環境を快適・健康・安心にする 

 ＱＨ２ 長く使い続ける 

 ＱＨ３ まちなみ・生態系を豊かにする 

環境負荷（ＬＨ）を低減する取り組みを（ＬＲＨ）で評価する  ※ＬＲは環境負荷低減性と呼びLoad Reductionの略 

 ＬＲＨ１ エネルギーと水を大切に使う 

 ＬＲＨ２ 資源を大切に使いゴミを減らす 

 ＬＲＨ３ 地球・地域・周辺環境に配慮する 
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このような分野に従って評価するので，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）で評価がよい住宅とは，『快適・健康・

安心（ＱＨ１）で長く使い続けられる（ＱＨ２）性能が備えられており，エネルギーや水を大切に使い（ＬＲＨ１），

建設時や解体時にできるだけゴミを出さない（ＬＲＨ２）ように環境負荷を減らす努力をしており，良好な地

域環境形成に役に立っている（ＱＨ３，ＬＲＨ３）住宅』 である。 

 

（３） 環境効率（ＢＥＥＨ）を利用した環境ラベリング 

前項で整理したように，ＱＨとＬＨの２つの評価区分を用いた環境効率（BEEＨ）は，ＣＡＳＢＥＥの主要概念

である。ここで，ＢＥＥＨ（Built Environment Efficiency）とは，ＱＨ（戸建の環境品質）を分子として，ＬＨ（戸

建の環境負荷 )を分母とすることにより算出される指標である。 

 

  ＱＨ（戸建の環境品質） 

 環境効率（ＢＥＥＨ） ＝ 

  ＬＨ（戸建の環境負荷) 

 

ＢＥＥＨを用いることにより，建築物の環境性能評価の結果をより簡潔・明確に示すことが可能になった。

横軸のＬＨに対して縦軸にＱＨがプロットされる時，ＢＥＥＨの評価結果は原点（0,0）と結んだ直線の勾配とし

て表示される。ＱＨの値が高く，ＬＨの値が低いほど傾斜が大きくなり，よりサステナブルな性向の建築物と評

価できる。この手法では，傾きに従って分割される領域に基づいて，建築物の環境評価結果をランキング

することが可能になる。グラフ上では建築物の評価結果をＢＥＥＨが増加するにつれて，Cランク（劣ってい

る）からB－ランク，B＋ランク，Aランク，Sランク（大変優れている）としてランキングされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図4.4 ＢＥＥＨに基づく環境ラベリング 
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１.５ ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）による評価範囲の基本的な考え方 

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）はすまいの環境性能について着目し，その総合的な評価を行うためのツール

である。従って，戸建住宅に関わるすべての性能や質を評価することを目的としていない。特に，審美性と

コストに関しては，それぞれの専門分野で評価体系がすでに別途形成されていると考えられることなどから，

ＣＡＳＢＥＥの評価対象から除外した。 

【審美性】 

住宅としては外観の美しさが重要であるものの，「美しさ」そのものは客観的評価が困難であるため，取り

扱わないこととした。類似の評価として，「QＨ3.1 まちなみ・景観への配慮」があるが，ここでは比較的客観

的評価が可能な要件のみで評価することとした。 

【コスト】 

ＣＡＳＢＥＥの評価を上げるため（様々な取り組みを採用するため）にはコストが高くなる場合があり，実務

上では重要な要素と考えられるが，費用対効果の評価は個人の判断に委ねるべきと考え，ＣＡＳＢＥＥでは評

価対象外とした。 

【個人のライフスタイルや好み】 

戸建住宅では個人のライフスタイルや好みが反映されて設計され，それが住まい手の満足度につな

がっていることが多い。これらは基本的に個人の主観によるところであり評価の判断が難しく基本的には評

価しないが，すまいの環境性能に対する影響が大きいと考えられる一部の項目で，比較的明快に評価で

きる場合には評価することとした。（例：QＨ2.3.1 広さと間取り） 

 

 

１.６ ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）の活用方法 

 ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）の主な活用法として，例えば下記の５つが挙げられる。 

① 新築における環境配慮設計ツールとして活用  

設計者が，設計中の住宅の環境性能についてＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）を用いて総合的に確認す

ることによって，環境性能の目標設定や達成度をチェックすることができ，適切な環境配慮設計が可

能となる。 

② 施主・設計者・施工者などのコミュニケーションツールとして活用  

施主と設計者・施工者が住宅の環境性能を高める設計・手法について，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）

を用いながら検討を重ねることが，主要な活用方法として想定されている。単に住宅の仕様を評価す

るだけでなく，入居者が持ち込む家電機器や，入居者に対する情報提供などについても評価項目に

含まれており，施主と設計者が暮らし方を想定しながら，戸建住宅の適切な環境性能を検討すること

ができる。 

また，住宅供給者側においても，設計段階における意思統一，あるいは設計者が施工者に設計の

趣旨等を説明する場面などにも活用することができる。 

③ 環境ラベリングツールとして活用  

住宅供給者，あるいは自治体やNPO団体などが，優れた環境性能の住宅を販売・普及させようと

する際に，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）による格付け結果を示すことで，戸建住宅の環境性能を消費者に

わかりやすく伝えることができる。 

④ 住宅施策における指針として活用  

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）は，住宅の環境にかかわる取組みを幅広く評価しているため，自治体がそ

の行政エリアにおける住宅および住宅地の整備を誘導する際の指針として活用することができる。総
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合的な性能を示すだけでなく，その地域でより重要な項目を重点的に評価・表示することも可能であ

る。例えば，愛知県ではＣＡＳＢＥＥあいち［戸建］を策定し運用している。また，国レベルでは，「住宅・

建築物省CO2先導事業」などにおいてＣＡＳＢＥＥが導入されている。 

⑤ 民間金融機関などにおける活用  

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）は，住宅の環境に係わる取組みを幅広く評価しているため，金融機関が

住宅購入者等に融資する際，ローンの金利を優遇するなどの融資条件として活用することができる。

住宅のライフサイクルCO2についても評価・表示するため，地球温暖化防止性能に着目した活用も可

能である。 
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２  ライフサイクル CO2について 
 

 

２.１ ライフサイクル CO2とは 

住宅の地球環境に対する影響を評価するためには，建設してから解体するまでの住宅の一生（これを

ライフサイクルと呼ぶ）で評価することが重要である。さらに地球環境に対する影響の中でも，現在最も重

要視されているのが地球温暖化問題であり，その影響を計るためには，代表的な温室効果ガスのCO2がど

れくらい排出されるかという総量に換算して比べることが一般的である。このようなCO2排出の量を住宅の

一生で足し合わせたものを，住宅の「ライフサイクルCO2」と呼んでいる。 

住宅のライフサイクルは，建設，居住，更新，解体・処分などに分けられ，その様々な段階で地球温暖

化に影響を与えるので，これらをトータルで評価しなければならない。例えば，建設時では，建設現場で使

われる建材の製造，現場までの輸送，現場で使う重機などでエネルギーを使う。また，居住時には冷暖房，

給湯，調理，照明，家電などでエネルギーを消費し，10数年に一度行う改修工事においても，新たに追

加される建材の製造や除去した建材の処分などにエネルギーを使う。そして，最後の解体時にも解体工事

と解体材の処分にエネルギーを使う。こうして使ったエネルギーを，地球温暖化の影響を計るためにCO2排出

の量に換算し，これら全てを足し合わせたものがライフサイクルCO2である
※１。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.5 住宅のライフサイクルにおけるCO2排出段階  

 

実際に住宅のライフサイクルCO2を考えると，短時間で最も大きな影響を与えるのが建設時である。建

設時のCO2の排出量のほとんどは，建材などの製造エネルギーである。鉄，コンクリートなどは，膨大なエネ

ルギーを使って製造されており，それらの値は輸送や建設に使われるエネルギーよりはるかに大きい。一方

で居住時に排出されるCO2の多くは，毎日使う電気，ガス，上下水道などに起因しており，1年単位でみる

と建設時のCO2とは比較にならないぐらい小さい。ところが，これをライフサイクルでみると建設時よりも居住

時のほうがはるかに大きくなる。例えばＣＡＳＢＥＥ-

戸建（新築）の計算方法で参照値として示してい

る30年寿命の一般的な住宅であれば，居住時の

CO2排出の総量が7割程度を占めることになる（図

４ .6参照）。この割合は住宅の寿命が長くなるほど

大きくなる。したがって，住宅のライフサイクルCO2

を削減するためには，居住時のエネルギー使用量

を抑えることがまずは最も重要となる。 図4.6 
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ここで，冷暖房エネルギーを削減するために高断熱化をした場合，居住時のCO2排出の量が減ることに

なるが，建設時のCO2排出の量は断熱材の製造・輸送エネルギーの増分に応じて増加する。高断熱化の

地球温暖化対策効果をみるためには，このトレードオフの関係を踏まえて評価する必要がある。このことか

らも，ライフサイクルで評価することが重要となるのである。 

ただし，このような住宅のライフサイクルCO2を正確に計るのは難しい。建設時では，住宅に使われる膨

大な部品，部材の製造エネルギーや輸送，建設工事におけるエネルギーを調べなければならない。また，

居住時のエネルギー消費の計算に必要な，将来の暮らし方や設備機器の使い方を事前に決めることは

難しいし，建物寿命に至ってはあくまで想定でしかない。 

更に，エネルギーをCO2排出量に換算するためには「CO2排出原単位」と呼ばれる係数（日本の統計

データを使って算出されることが多い）を使うことになるが，これにはいくつかの種類が公開されており，計算

の目的により，適切に選択する必要がある。また，全ての材料について原単位が揃っているわけではなく，

特にリサイクル材や新エネルギーについては一般的に使える原単位はほとんど公開されていない。  

このように，正確な値を出すことは難しいが，その住宅が想定される暮らし方で想定される寿命を全うし

た場合のある値の算出は可能である。ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）で示されているライフサイクルCO2とは，評

価対象住宅で，ある使い方を想定した場合，地球温暖化に対する影響をどこまで抑えられるかという実力

を示しているものと考えていただきたい。 

 

※１ 民生家庭部門の温室効果ガスのほとんどがエネルギー起源二酸化炭素である。このため，ここで

はエネルギー起源の二酸化炭素のみを対象に評価することとした。 

 

 

２.２  ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）におけるライフサイクル CO2評価の基本的考え方 

一般的に住宅のライフサイクルCO2を評価する作業は，膨大な時間と手間を必要とする。 

建設段階を例にとると，まずは住宅を構成する全ての部材について，材料となる資源の採取，輸送，加

工の各段階で使われるエネルギー資源の種類と量を調査し，それぞれに対してエネルギー種別ごとのCO2

排出原単位（単位エネルギー消費量あたりのCO2排出量）を乗じた結果を積み上げる作業が必要となる。

次に施工段階についても消費エネルギー量に応じたCO2排出量を計算し，前述の結果に加えることになる。

このような作業を建設段階以外についても行い，初めてライフサイクルCO2を求めることができる。 

これら様々な情報の収集や評価条件の設定には，専門的な知識が必要になることもある。また，住宅

は一棟ごとに構成部材，立地，住まい方などが異なるため，一棟ごとに評価を行う必要がある。このような

作業を設計・施工段階で行うことは，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）の多くのユーザーにとっては非常に困難で

ある。 

このため，標準的には次の方法により評価することとする。 

 

① ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）ユーザーの評価作業に係る負担をできるだけ軽減するために，ライフサイ

クルCO2のためだけの情報収集や条件設定を必要とせず，CO2排出に特に関係する採点項目の結

果から自動的に計算される方法で評価する。 

② これにより評価対象が評価可能でかつ重要な項目に絞られるため，ライフサイクルCO2に関係する

取組の全てが評価されることにはならないが，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）ではCO2排出量のおよその値

やその削減の効果などをユーザーに知ってもらうことを第１の目的として，ライフサイクルCO2を表示す

ることとする。 
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一方で評価者自身が詳細なデータ収集と計算を行って精度の高いライフサイクルCO2を算出した場合，

その結果を評価ツールの「結果」シートの「ライフサイクルCO2（温暖化影響チャート）」に「戸建独自計算」

として表示することができる。（詳細は，「PartⅣ 2.5 ライフサイクルCO2（温暖化影響チャート）」を参照） 

 

しかし，現状では住宅のライフサイクルCO2評価の手法は定まっておらず，独自の計算を認めると，前提

条件の異なる様々な結果が混在することになり，その結果を引用するBEEＨの信頼性が損なわれる恐れが

ある。以上を鑑み，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）では，BEEＨの計算に用いるライフサイクルCO2評価方法を原

則固定し独自の計算は認めないこととする。これを「戸建標準計算」と呼ぶ。  

 

 

２.３ 「戸建標準計算」の評価方法 

（１）全体概要 

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）では，住宅のライフサイクルの中でも以下を評価対象とする。 

 「建設」 ：新築段階で使う部材の製造・輸送，施工  

 「修繕・更新・解体」 ：修繕・更新段階で使う部材の製造・輸送，および解体段階で発生する

解体材の処理施設までの輸送  

 「居住」 ：居住時のエネルギー・水消費  

これら３分類の合計がライフサイクルCO2であり，LRＨ3.1の評価に使われ，更に評価ソフトの「ライフサイク

ルCO2（温暖化影響チャート）」に棒グラフとして内訳と共に示されることになる。なお，ここに含まれない他

の段階（増改築，解体工事，解体材の処理など）については，個別性が高く一般的な条件設定が難しい

などの理由から，ここでは評価しないこととする。また，部材製造工場や事務所などの関連施設の運営や，

労働者の通勤などに伴い間接的に排出されるCO2も評価対象外とする。 

 

（２） 「建設」「修繕・更新・解体」の CO2排出量 

前述のとおり，個別の建物１棟ごとの排出量を求めることが困難なため，ここでは，予めCO2排出量が計

算された一般的な住宅（以後，「標準モデル住宅」と呼ぶ）を使って評価を行い，年・㎡あたりのCO2排出

量として表示される。つまり，この評価は，対象住宅そのものではなく，標準モデル住宅に対して評価対象

住宅における取組みを行った場合のCO2排出量を求めることになる。 

この評価方法を構築するにあたり，まずは「標準モデル住宅」の「建設」「修繕・更新・解体」段階におけ

るCO2排出量を求めた（プラン，仕様などの詳細な情報は「PartⅣ 2.4 評価方法に関する補足」および

「PartⅣ 3.2 評価のための参考資料  （参考資料3）」に示す）。ここで，CO2排出量は構造により大きく異

なることがあるため，この計算は「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の代表的な３構造それぞれについ

て行った※。また，この計算を行うにあたり，「建設」「修繕・更新・解体」のCO2排出に関係する次に示す４

つの採点項目をQＨ2から選び，それぞれ表4.3に示す計算条件として使用した。 

※「木造」は通称「在来木造」と呼ばれる軸組み工法，「鉄骨造」は重量鉄骨によるラーメン構造，「鉄筋コンク

リート造」は壁式工法でそれぞれCO2排出量を計算した。よって，２×４工法，軽量鉄骨造などのこれ以外の

工法では結果が異なる場合がある。これら他工法のデータ追加については今後必要に応じて検討するが，

当面は最も近い構法（「LRＨ2.1.1 構造躯体」で選択した構法）に当てはめて評価する。 
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表4.3 「建設」「修繕・更新・解体」のCO2排出量計算に使う採点項目  

 

 

 

 

 

 

これ以外の採点項目の中にもCO2削減に有効な取組みが含まれるが（例えば以下），一般的な条件設

定が困難なことと，CO2排出原単位などの評価に必要なデータが整備されていないことから，ここでは評価

対象外とする。 

 QＨ3関連  ・・・ 緑化推進，地域産材の利用  

 LRＨ2関連  ・・・ ３R推進，生産段階，施工段階の取組み 

 LRＨ3関連  ・・・ インフラ負荷抑制，造成段階の取組み 

 

以下に４つの採点項目の評価結果（評価レベル）と，CO2排出量の計算条件の対応を示す。 

 

表4.4 「QＨ2.1.1 躯体」の採点結果とCO2評価条件の対応表  

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.5 「QＨ2.1.2 外壁材，QＨ2.1.3 屋根材，陸屋根」の採点結果とCO2評価条件の対応表  

 

 

 

 

 

 

表4.6 「QＨ2.2.2 維持管理の計画・体制」の採点結果とCO2評価条件の対応表  
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評価する取組み 

 

 

 

 

 

 

表4.7 「QＨ2.2.2 維持管理の計画・体制」による外壁材，屋根材の耐用年数の補正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.8～4.13にそれぞれの条件における計算結果を整理して示す。この表の値が「建設」「修繕・更新・

解体」それぞれのCO2排出量となる。例えば，木造で，４つの採点項目が全てレベル３であれば，表4.8，

表4.9より，「建設」「修繕・更新・解体」のCO2排出量はそれぞれ「6.04」「2.35」となる。 

このように，構法と４つの採点レベルが決まれば，この表から該当する値を選べばよいため，評価段階で

は煩雑な作業を一切避けることができる。 

 

表4.8 木造の「建設」段階のCO2排出量  

 

 

 

表4.9 木造の「修繕・更新・解体」のCO2排出量  
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表4.10 鉄骨造の「建設」段階のCO2排出量  

 

 

 

表4.11 鉄骨造の「修繕・更新・解体」のCO2排出量  
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表4.12 鉄筋コンクリート造の「建設」段階のCO2排出量  

 

 

 

表4.13 鉄筋コンクリート造の「修繕・更新・解体」のCO2排出量  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 「居住」の CO2排出量 

  

「居住」段階の CO2排出量に関する計算方法の要点は以下の通りである。 

 

① エネルギーに係る CO2排出量と，水消費に係る CO2排出量とを合算して求める。 

CO2排出量＝エネルギーに係る CO2排出量 ＋ 水消費の CO2排出量 

② エネルギーに係る CO2排出量は，住宅の省エネルギー基準（平成２５年１月告示）の算定プログラムを用いた

一次エネルギー量算定結果を用いて算出する。 

③ 一次エネルギー量から CO2 排出量を換算する際には，統計値に基づくエネルギー種別構成比を用いた CO2

換算係数を用いている。この方法は，省エネ基準に基づき算定された一次エネルギー量より CO2排出量を簡

易に算定するために採用した方法である。 

④ CO2 換算係数の算定に用いる電気の排出係数は，評価者が評価の目的に従って，適切な数値を選択する。

なお，評価ソフトでは，電気事業者ごとの実排出係数および代替値，その他の数値として評価者が選定した適

切な排出係数を使うことができるようにした。 

 

エネルギーに係る CO2 排出量は，温暖化影響チャート①から③において，それぞれ以下のように算定している。

なお，式のうち「 」書きの項は省エネルギー基準の算定プログラムから引用する内容を示す。 
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【温暖化影響チャート「①参照値」】 

 「①参照値」は，標準的な新築住宅の CO2排出量を示しており，「LRH1.1.1 躯体と設備による省エネ」でレベル３

評価（消費率１１０％）に相当するエネルギー消費量から CO2排出量を計算する。 

 

エネルギーに係る CO2排出量＝エネルギー消費量×CO２換算係数 

エネルギー消費量 

＝（「基準一次エネルギー消費量」―「その他設備一次エネルギー消費量」）×１１０％ 

＋「その他設備一次エネルギー消費量」 

 

【温暖化影響チャート「②建築物の取組み」】 

ケース 1：コージェネレーションが無い場合 

エネルギーに係る CO2排出量＝エネルギー消費量×CO２換算係数 

エネルギー消費量＝「設計一次エネルギー消費量」＋「太陽光発電等による発電量 評価量」*1 

ケース２：コージェネレーションがある場合 

エネルギーに係る CO2排出量＝エネルギー消費量×CO２換算係数 

エネルギー消費量＝「（太陽光発電無しで計算した）設計一次エネルギー消費量」 

 

【温暖化影響チャート「③上記＋②以外のオンサイト手法の取組み」】 

ケース１：コージェネレーションが無い場合 

エネルギーに係る CO2排出量＝（エネルギー消費量―太陽光発電エネルギー量）×CO２換算係数 

エネルギー消費量＝「設計一次エネルギー消費量」＋「太陽光発電等による発電量 評価量」*1 

   太陽光発電エネルギー量＝「太陽光発電等による発電量 総量」 

ケース２：コージェネレーションと太陽光発電がある場合 

エネルギーに係る CO2排出量＝（エネルギー消費量―太陽光発電エネルギー量）×CO２換算係数 

エネルギー消費量＝「（太陽光発電無しで計算した）設計一次エネルギー消費量」 

   太陽光発電エネルギー量＝「（太陽光発電ありで計算した）太陽光発電等による発電量 総量」 

－「（太陽光発電無しで計算した）太陽光発電等による発電量 総量」 

ケース３：コージェネレーションがあり，太陽光発電が無い場合 

エネルギーに係る CO2排出量＝「設計一次エネルギー消費量」×CO２換算係数 

 

 *1省エネルギー基準の算定プログラムで計算される「設計一次消費エネルギー量」は，住戸内で消費さ

れるエネルギー量から「太陽光発電等による発電量 評価量」が減算されたものである。 

従って，ここで用いるエネルギー消費量は，算定プログラムの計算結果「設計一次エネルギー消費

量」に「太陽光発電等による発電量 評価量」を加算した数値となる。 

 

これらの式で用いる CO２換算係数は，統計的なエネルギー種別の構成比率に，エネルギー種別ごとの CO2 排

出係数を乗じて求めている。 

 

     CO２換算係数 [kg-CO2/MJ] 

＝Σ（エネルギー種別 iの１次エネルギー構成比率[％] 

×エネルギー種別 iの CO2排出係数[kg-CO2/MJ] 

 

表 4.14 一次エネルギー消費量の統計構成比 
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表 4.15 エネルギー種別の CO2排出係数 

 

 

 

 

 

 

*2再生可能・未利用エネルギー利用の排出係数はゼロとし計算。 

 

*2再生可能・未利用エネルギー利用の排出係数はゼロとし計算。 

 

水消費に係る CO2 排出量は，一般的な住戸における水の消費に係る CO2 排出量を基準値として定めておき，

「LRＨ1.2.1 節水型設備」の評価レベルに応じて増減させて算出する。基準値については東京都水道局の消費

量データ，および環境省環境家計簿の CO2 排出原単位を用いて求めた。 

 

水消費の CO2排出量 ＝ LRＨ1.2.1の消費率 × 水の基準値  

 

表 4.16 採点レベルと消費率の関係 

 

 

 

 

（４）エネルギー計算を行わずに評価した場合のエネルギーに係る CO2排出量 

「LRH1.1.1躯体と設備による省エネ」においてエネルギー計算を行わず仕様によるレベル評価を行った場合は，

表4.17に示す既定の一次エネルギー消費量を用いてCO2排出量を求める。 

この一次エネルギー消費量は「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計，施工及び維持保全の指

針（告示907号）」（以下「設計・施工指針」と呼ぶ）および同指針の「附則6の(2)における『同等以上の評価となる

もの』の確認方法について」の条件に準じて算定した基準一次エネルギー消費量を基に，「LRH1.1.1躯体と設備に

よる省エネ」の消費率の考え方を用いて換算している。したがって，参照値の一次エネルギー消費量は「LRH1.1.1

躯体と設備による省エネ」におけるレベル３相当，消費率１１０％での換算値となっている。 

「設計・施工指針」では，下記の暖房設備および冷房設備の方式ごとに設備仕様の判断基準が定められている。

基準一次エネルギー消費量は設備の方式によって異なるため，CO2排出量算出に用いる一次エネルギー消費量

もそれぞれの方式に応じた値を用いている。 

 

【暖房設備の方式】 【冷房設備の方式】 

Ａ：単位住戸全体を暖房する方式 ａ：単位住戸全体を冷房する方式 

Ｂ：居室のみを暖房する方式（連続運転） ｂ：居室のみを冷房する方式（間歇運転） 

Ｃ：居室のみを暖房する方式（間歇運転）  
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表 4.17 「設計・施工指針」に基づく基準一次エネルギー消費量（ＭＪ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）ライフサイクルCO2排出量とスコアへの換算方法 

（２）で求めた「建設」「修繕・更新・解体」のCO2排出量と，（３）または（４）で求めた「居住」のCO2排出

量の合計値が，評価対象建物のライフサイクルCO2排出量となる。一方，表4.3に示される４つの採点項

目および「LRH1.1.1躯体と設備による省エネ」と「LRH1.2.1節水型設備」をレベル３として計算した結果が，

一般的な住宅のライフサイクルCO2排出量（「参照値」と呼ぶ）となる。 

「LRH3.1.1 地球温暖化への配慮」の評価は，この参照値と評価対象建物の排出量の比（「排出率」と

呼ぶ）の大きさで評価する。このとき，表4.18に示すとおり排出率が100％であればレベル３，50％以下で

あればレベル５，125％以上であればレベル１となる。また，以上を式で示すと次式となる。 

 

排出率  ＝ 評価対象建物の排出量  ／ 参照値  

 

排出率が 100％以下の場合 

  LRＨ3.1.1のレベル ＝ -0.04 × 排出率 ＋ 7 

                 （ただし，LRＨ3.1.1の最大レベルは5） 

 

排出率が 100％を超える場合 

  LRＨ3.1のレベル ＝ -0.08 × 排出率 ＋ 11 

                 （ただし，LRＨ3.1の最低レベルは1） 

 

表4.18 「LRＨ3.1 地球温暖化への配慮」の評価レベル 
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図4.7 LRＨ3.1の評価レベルと排出率の関係  

 

なお，LRＨ3.1のレベルはそのままの値でスコアSLRＨ3.1となる。 

 

（５）評価ソフトの「CO2計算」「CO2データ」シート 

以上の計算過程は，評価ソフトの「CO2計算」シートで確認することができる。以下に，シートの内容を概

説する。 

 

① 建設に係るCO2排出量  

図4.8に画面例を示す。図の左側には「建設」に係る採点項目が示され，図の中心に各レベルに応じ

たCO2排出量の一覧が，図の右側に「評価対象」と「参照値」それぞれの「採点結果」と「CO2排出量」が

示される。CO2排出量の一覧は，「評価対象」の各採点項目のレベルに応じて，「CO2データ」シートの

データベースより自動的に抽出される。 

この例では，「QH2.1.1躯体」が木質系のレベル５（「構造の比率」は「採点LR2」シートの「QH2.1.1躯

体」における入力値が自動的に設定される。本例は「木質系」の単構造。），「QH2.1.2外壁材」と

「QH2.1.3屋根材，陸屋根」がともにレベル４，「QH2.2.2維持管理の計画・体制」がレベル５である。この

組合せに応じた「評価対象」のCO2排出量は2.01kg-CO2/年㎡となる。一方，「参照値」は全てレベル３

であり，このときの木質系のCO2排出量は6.04kg-CO2/年㎡となる。 

 

 

 

 

 

 

 

図4.8 「CO2計算」シートの「建設に係るCO2排出量」画面例  

 

② 修繕・更新・解体に係るCO2排出量  

画面の構成は「建設」と同じである。「QH2.1.1躯体」が木質系のレベル５，「QH2.1.2外壁材」と「QH2.1.3

屋根材，陸屋根」がともにレベル４，「QH2.2.2維持管理の計画・体制」がレベル５の組合せのCO2排出量

がデータベースより選ばれる。本例では「評価対象」は3.85kg-CO2/年㎡，「参照値」は2.35kg-CO2/年

㎡となる。 
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図4.9 「CO2計算」シートの「修繕・更新・解体に係るCO2排出量」画面例  

 

③ 居住時のエネルギーに係るCO2排出量  

図4.10に画面例を示す。まず，「3-1.評価結果の消費率への置き換え」では，関連する採点項目の

レベルを消費率に置き換えた結果が示される。次に「3-2.用途ごとの消費率への置き換え，及びCO2排

出量の計算」で，用途別の消費率とCO2排出量の計算結果が示される。最後に「3-3.合計の計算」で

上記により算出された全用途のCO2排出量を合計した結果が，居住時のエネルギーに係るCO2排出量

として示される。 

 

④ ライフサイクルCO2の計算  

以上で計算された「建設」「修繕・更新・解体」「居住時」のCO2排出量を，「評価対象」「参照値」そ

れぞれで合計した結果をライフサイクルCO2として示す。この欄に示される結果から「LRＨ3.1.1地球温暖

化への配慮」が評価され，また「結果」シートの「ライフサイクルCO2（温暖化影響チャート）」が示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.10  「CO2計算」シートの「居住時のエネルギーに係るCO2排出量」 

及び「ライフサイクルCO2の計算」画面例      
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２.４ 評価方法に関する補足 

（１） 「建設」「修繕・更新・解体」の計算条件 

「建設」「修繕・更新・解体」のCO2排出量計算に用いた「標準モデル住宅」，及び計算条件を示す。 

 

① 「建設」の計算方法  

「標準モデル住宅」のプランは（社）日本建築学会の標準問題モデルとした。図4.11に平面図を示す。

このプランを，木造（軸組み構法），鉄骨造（重量鉄骨ラーメン構法），鉄筋コンクリート造（壁式構法），

それぞれについて現在一般的に使われる仕様を設定し，部材拾いを行った。詳しい図面，仕様につい

ては「PartⅣ 3.2 評価のための参考資料  （参考資料３）」に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.11 標準モデル住宅のプラン 

 

次に全構成部材について重量を調査し，日本建築学会公表の2005年産業連関分析に基づくCO2

排出原単位（国内消費支出分のみ）を用いてCO2排出量に換算した。これを全て積算した値に，同じく

日本建築学会公表の2005年建設部門分析用産業連関表を利用した工事分倍率を用いて施工段

階のCO2排出量を加算し，年・床面積当たりの値に換算した結果が，「建設」段階のCO2排出量となる

※。 

※ＣＡＳＢＥＥ戸建-新築ではCO2の単位として，ライフサイクルの総量ではなく，年・床面積あたりの排

出量（kg-CO2/年㎡）を用いている。まず，床面積あたりとした理由は，評価対象住宅とは床面積

が異なるモデル住宅で計算を行っているためである。床面積当たりに換算することで規模の影響を

できるだけ排除した。また，年あたりとした理由は，寿命が異なる建物を比較するときに，ライフサイ

クルの総量では建物寿命が長いほど部材交換回数が増え，この結果CO2排出量が増えることを防

ぐためである（参照値は３０年寿命で計算される）。 

 

② 「修繕」の計算方法  

ほぼ全ての部材の修繕率を１％/年と設定した。これは，部材製造に係るCO2排出量の１％が「修繕」

に係る分として毎年排出されることを意味する。全ての部材についてそれぞれの製造段階のCO2排出量

に修繕率を乗じた値を積算し，床面積あたりの値に換算した結果が「修繕」段階のCO2排出量となる。 
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③ 「更新」の計算方法  

各部材の耐用年数を設定し（外壁材・屋根材はQＨ2の採点レベルに応じた年数，その他は，概ね，

外装材・内装下地材・設備が30年，内装仕上げ材が15年），建物寿命を30年，60年，90年とした場

合の，それぞれの部材交換周期を求めた。これを元に，それぞれの建物寿命内における全ての交換部

材分のCO2排出量を積算し，年・床面積あたりの値に換算した結果が「更新」段階のCO2排出量となる。 

 

④ 「解体」の計算方法  

全構成部材が解体材として発生し，処理施設まで4tトラックで30ｋｍ輸送されると想定したときの燃

料消費に伴うCO2排出量を計算し，年・床面積あたりの値に換算した結果が「解体」段階のCO2排出量

となる。 

 

 

２.５ ライフサイクル CO2（温暖化影響チャート） 

（１）ライフサイクル CO2（温暖化影響チャート）の概要 

以上で説明した結果は，BEEHと赤星の評価で使われるのみならず，評価ツールの「結果」シートの「ライ

フサイクルCO2（温暖化影響チャート）」で表示される。2007年に公開したＣＡＳＢＥＥ-すまい(戸建 )におい

ては，標準的な住宅のライフサイクルCO2である「参照値」（下記①）と評価対象建物のライフサイクルCO2

計算結果（下記③）を比較して示していたが，2010年版ではオフサイト手法を採用した場合の効果を含め，

下記の①から④までを表示することとした。 

① 参照値では，一般的な住宅のライフサイクルCO2を，「建設」「修繕・更新・解体」「運用」の3つの段階

に分けて表示する。 

② 建築物の取組では，評価対象建物の建築物での取組（建物の長寿命化，省エネルギーへの配慮な

どの取組）を基に評価したライフサイクルCO2を，「建設」「修繕・更新・解体」「運用」の3つの段階に分け

て表示する。 

③ 上記＋②以外のオンサイト手法では，太陽光発電など②以外の敷地内での取組を評価した結果を

表示する。 

④ 上記＋オフサイト手法では，グリーン電力証書やカーボンクレジットの購入など敷地外での取組を利用

した結果を表示する。 

 

（２）ライフサイクル CO2の「戸建標準計算」と「戸建独自計算」 

ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）におけるライフサイクルCO2の算定方法は，評価ソフトが自動計算する「戸建標

準計算」と，評価者が独自に算定した値を入力する「戸建独自計算」がある。BEEＨの計算で引用するライ

フサイクルCO2は，評価条件を合わせる必要性があるため「戸建標準計算」の結果を使い，「戸建独自計

算」の結果は使えないものとする。これはオフサイト手法の適用によるCO2排出量削減については，現時点

で戸建住宅では一般的な取組みとは言えず，ほとんどのＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）ユーザーにとって，計算

条件の設定や結果の判断が困難な状況と考えたためである。そのため，BEEＨの算定に必須となる「戸建

標準計算」では図4.12の左側の図に示すように温暖化影響チャートの「④上記＋オフサイト手法」は「③

上記＋②以外のオンサイト手法」と同じ結果を示すこととした。なお，オフサイト手法の効果まで含めて表

示したいユーザーは，「戸建独自計算」を選択することで反映できるようにした。 
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          【戸建標準計算】                       【戸建独自計算】 

図4.12 ライフサイクルCO2温暖化影響チャートの表示例  

 

（３）オンサイト手法を適用した場合の CO2排出量の算定の考え方 

ＣＡＳＢＥＥ戸建-新築2010年版より，敷地内の太陽光発電システムに代表される再生可能エネル

ギーなどを利用した場合のライフサイクルCO2評価結果をオンサイト手法とし，建物の長寿命化や高効率

設備の採用などの建物本体での取組と分けて表示することとした。これは，太陽光発電システムを導入す

ることにより，運用段階の大幅な省エネ・省CO2を達成することができるが，建物本体での取組も重要であ

り，合わせて表示した場合にどちらの効果による削減であるかが判別できなくなるため，別々に示す必要が

あるとの判断によるものである。 

現在，太陽光発電の普及のため，太陽光発電により発電された電力のうち，余剰電力分については，

建物所有者がエネルギー事業者に売却することができ，これをエネルギー事業者が売電単価より高い値

段で買い取る制度が適用されている（2014年4月時点）。その際に太陽光発電による環境価値（CO2削

減効果）も含めて売買されているため，売却された太陽光発電電力のCO2削減効果は，本来その建物の

環境評価に加えることができない。 

しかし，発電電力の環境価値を含めて売却しているとしても，敷地内において太陽光発電システムを設

置しCO2の削減に貢献しており，また，太陽光発電の普及は我が国において低炭素社会構築にとって重

要な手法であるため，ＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）においては売却した発電電力分のCO2削減効果についても

オンサイト手法として算入することとした。 

なお，太陽光発電システムによる発電電力の余剰電力の買取り制度や環境価値の取扱いについては，

現在，国・自治体で諸制度が検討されており，今後の諸制度の整備状況によっては評価方法を見直す

可能性があることを留意頂きたい。 

 

（４）オフサイト手法を適用した場合の CO2排出量の算定の考え方 

温暖化対策の一つとして，グリーン電力証書やカーボンクレジットの取得によるカーボンオフセット手法が

推進されている。これらの手法は、建物自体の環境性能とは必ずしもいえないが、我が国全体での温暖化

対策としては有効であり、推進する必要がある。2010年版のＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）より、これらの敷地

の外での取組みを、オフサイト手法として整理して、「戸建独自計算」においてライフサイクルCO2の評価に
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加えられることとした。 

具体的には，オフサイト手法として，下記の取組みを評価する。 

■すまい手による下記の取組み 

 ・グリーン電力証書，グリーン熱証書  

・ J-クレジット制度  など 

■エネルギー供給事業者によるカーボンオフセットの取組み 

 

「■エネルギー供給事業者によるカーボンオフセットの取組み」の効果に関しては，例えば，評価時点で

の最新の実排出係数と調整後排出係数※１との差とエネルギー供給事業者より購入した電力の積を計算

して，評価することができる。 

オフサイト手法に関しては，今後，適用事例が増加すると思われ，ＣＡＳＢＥＥにおける評価方法につい

ても，充実を図っていく。 

 

※１ 実排出係数および調整後排出係数とは，「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律

第１１７号）」の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における，「特定排出者の事業活動に伴う

温室効果ガスの排出量の算定に関する省令（平成１８年経済産業省・環境省令第３号）」第２条第４

項，および「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令（平成１８年内閣府・総務省・法務

省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令

第２号）」第２０条の２に基づく値である。 

 

この値は毎年度公表されるため，環境省ホームページなどで最新値を確認して使用することもできる。

（評価ソフトの「電気排出係数」シートの値を更新することができる。） 

 

表4.19 一般電気事業者ごとのCO2の実排出係数と調整後排出係数  

（２０１２年度実績値、平成２５年１２月１９日公表） 
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（５）「戸建独自計算」の入力方法 

「戸建独自計算」では，公開されている様々なLCA手法により，独自に詳細なライフサイクルCO2を算定

している場合には，その計算条件と計算結果を引用して温暖化影響チャートを表示することが可能である。

この際，評価ソフトでは「メイン」シートの「温暖化影響チャート」で「戸建独自計算」を選択した上で，ライフ

サイクルCO2の計算結果を図4.13に示す「CO2独自計算」シートに入力する必要がある。ここでは，全ての

入力値を独自に用意する必要はなく，大部分を「戸建標準計算」の計算結果を引用しながら，一部だけ

を独自の計算結果に置き換えることも可能である。このような場合のために，シートでは入力欄の横に「参

考値」として「戸建標準計算」の計算結果が表示される。 

 

「CO2独自計算」シートでは，下記のような計算結果と計算条件を入力する。 

・建設段階のCO2排出量  

・修繕・更新・解体段階のCO2排出量  

・運用段階のCO2排出量  

 ① 参照値  

 ② 建築物の取組み 

 ③ 上記+②以外のオンサイト手法  

 ④ 上記+オフサイト手法  

・計算条件など 

 

詳細については「PartⅡ2.2 ソフトウェアを利用した評価の方法」に記す。 
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図4.13 「CO2独自計算」シートの表示例  
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２.６ 注意点 

以上に示すとおり，ＣＡＳＢＥＥファミリー全体の根本思想である，使いやすさを重視する観点から，「戸

建標準計算」については，相当簡易化した方法を用いている。このため，その精度は必ずしも高いとは言え

ない。特に，CO2排出量の絶対量が示される評価ソフトの「温暖化影響チャート」を見る場合は，このことを

十分に認識する必要がある。 

 

なお，本改定ではライフサイクルCO2排出量の算定において「特定排出者の事業活動に伴う温室効果

ガスの排出量の算定に関する省令（平成18年経済産業省・環境省令第３号）」の「他人から供給された

電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数等」のうち，原則として「一般電気事業者が供

給している電気のCO2排出係数」を使うこととしている。これは，住宅において使用できる電気は，現状では

一般電気事業者から供給される電気に限られるためである。以下に，本省令の概要を補足情報として示

す。 

 

「他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数等」の内容  

他人から供給された電気の使用に係る二酸化炭素の排出量を正確に把握する観点から，当該二酸

化炭素の排出量の算定に当たっては，①～③の場合に応じて，それぞれに定める係数を用いて算定す

る。 

① 電気事業者（電気事業法に規定する一般電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。）が供給し

ている電気を使用している場合  

： 環境大臣及び経済産業大臣が，電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の

使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集

し，その内容を確認し，公表する係数  

② 電気事業者以外の者から供給された電気を使用している等，電気事業者ごとに公表された係数を

用いて算定できない場合  

： 二酸化炭素の排出量の実測等に基づき，①の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の

程度を示すものとして適切と認められる係数  

③ ①及び②の方法で算定できない場合  

： ①及び②の係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数（総合エネル

ギー統計における外部用発電と自家用発電の実績より算出することを予定。）  
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（参考）算定省令に基づく電気事業者ごとの実排出係数及び代替値 (t-CO2/kWh) 

（２０１２年度実績値，平成２５年１２月１９日公表） 

（１）上記①，②に相当する電気の CO2排出係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）上記③に相当する電気の CO2排出係数 

  

 

 

  

 

 



198 

 

３. 参考情報 
 

 

３.１  参考情報一覧 

採点基準で参照又は紹介されている文献・法律などの一覧を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.２  評価のための参考資料 

採点基準で参照されている情報のうち，下記の情報を掲載する。 

 情報の名称 ページ 

参考資料１ 「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の

所有者の判断の基準」の別表第 4 
192 

参考資料 2 環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 26 年 2 月 4 日

変更閣議決定）より抜粋 
199 

参考資料 3 ライフサイクル CO2評価のための「標準モデル住宅」 

 
210 

 

 

 

 



199 
 

 

（参考資料１） 「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判

断の基準の別表第４ 

別表第４ 
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（参考資料２） 環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成26年2月4日変更閣議決定）より抜

粋 
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（参考資料３） ライフサイクルCO2評価のための「標準モデル住宅」 

 

「建設」「修繕・更新・解体」のCO2評価に用いた「標準モデル住宅」の設定条件を示す。 

 

概要：  

 地上２階建て 

 延べ床面積  125.86㎡ （１，２階とも62.93㎡） 

 構造  ： 木造，鉄骨造，鉄筋コンクリート造の３構造それぞれを想定  
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【木造】 
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222 

 

【鉄骨造】 
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【鉄筋コンクリート造】 
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